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はじめに 

 平素より障害者施策の推進にご尽力いただき深く感謝申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により新しい生活様式が求められています。雇用

においても、障害者のおかれた状況は、困難なものとなっていますが、発達障害者の権

利が保護され、十分な収入を生み、適切な社会保護が供与された生産的仕事、すなわち

ディーセントワークは保障されることも切に望みます。 

 また、障害者権利条約の批准・発効により、労働者の人権を尊重し、障害種別や程度

差別をなくし、人間らしい暮らしを継続的に営める労働条件の保障も、大切な取り組み

と考えています。障害を理由に分けへだてられることなく誰もが安心して働ける共生社

会の実現に向かって力を合わせていきたいと思います。障害者雇用施策の一層の推進の

ために、以下の実現について意見を述べさせていただきます。 

 

 

1．障害者の雇用施策について 

〈障害者の「働く」定義の再考〉     

現在、就労支援の効果は就労定着率や工賃によって評価されています。しかし、障害

者が「働く」ことの定義を明確にし、その目的や意義を見直すことで、「新しい働き方」

を考えていく必要があります。その際、「働く」ことについて、１．労働時間 ２．働

く場所、３．副業、４．無償労働等について幅広い検討を行い、働くことの概念につい

て国民的理解や共有を図る方策が必要です。例えば、限られた時間で成果を出す：ジッ

プワーク、自分らしい働き方：スローワーク、金銭的物質的な成果を求めず、ゆとりの

ある生活を目指す働き方：ダウンシフト、ひとつの仕事を本業ととらえず、すべての仕

事や活動を本業と同じように取り組む：パラレルキャリア「複業」等の多様な働き方を

創造していく必要があります。 

 

〈手帳制度について〉 

わが国の発達障害者の置かれる現状では、発達障害者が障害手帳を取得する場合、療育手

帳、若しくは精神障害者保健福祉手帳を取得することとなっています。法的雇用率の対象に

より発達障害者にも、精神障害者保健福祉手帳を取得することは、さまざまな利点があるこ

とから、その推進に協力していただきたい。その際、発達障害者の障害の受容にはご配慮を

いただきたい。 

資料１－３ 



〈支援プロセスにおいて〉 

１．適切なジョブマッチング 

適切なアセスメントに基づくジョブマッチングによる就労支援プログラムを確立し

ていただきたい。そのためのアセスメントツールについても、バージョンアップがで

きる改良型のツールの検討をしていただきたい。 

２．合理的配慮の提供 

職場環境（物的・人的）の合理的配慮のみならず、ジョブコーチやコーディネーター

等の発達障害者個人の特性と職場での合理的配慮に取り組む際の専門性を高めてい

ただきたい。また、企業の人事担当者の発達障害への理解の促進をお願いします。 

３．職場定着の再検討 

発達障害者の離職率は、他の障害種別と比較して高いものとなっており、関係者が一

丸となってこの課題について取り組んでいただきたい。コミュニケーションや 

対人関係など障害特性が関係していると考えられますが、一方、発達障害者の職場定

着の有効な方法が確立できていないという支援者側の課題と考えます。われわれの

団体とともにこの課題に取り組むことを望むものです。 

 

〈支援者の専門性について〉 

  発達障害者については、コミュニケーション、対人関係に困難を抱えているため、職

場の同僚・上司から誤解されることがよく見られます。彼らの就労及び職場定着を図る

ためには、当事者と企業との橋渡しとなる就労支援者の役割は大きいものがあります。

特に、高機能の方々には、さまざまな配慮を行う専門性が求められています。このような

専門性をもつ人材の育成をお願いしたいと思います。 

 

２．福祉及び教育との連携について 

〈雇用と福祉の連携強化 －専門的技術支援者の企業配置の必要性－〉 

障害者の雇用に際しては、当事者の就業能力や就労準備性（適応能力等）と業務の

作業特徴とのマッチングが重要であり、継続的なアセスメントやモニタリングが必要

不可欠です。その人らしく働くためには、適切なマッチング作業を行う必要があり、

専門的支援技術者の企業配置を積極的に行うべきであると考えます。発達障害者支援

センターとの連携により、発達障害者からの一般就労に関する相談を受け、必要に応

じて、障害者職業センター等と連携して就労準備プログラムを行い、ハローワーク、

ジョブカフェ、障害者就業・生活支援センター等の利用支援を行うなどの連携体制の

構築をお願いします。  

 

〈教育と福祉と連携強化 －就労前（準備）支援の必要性－〉  

障害者の就労準備性に係る情報提供や支援は、小中学校や高校、大学等すべての教



育場面において必要であり、その学びには連続性や継続性を担保することが重要です。

就労に携わる当事者や支援者が容易に教育現場に参画できる体制づくりが必要であ

り、障害についての自己理解を含め、職業選択や適性評価等ライフステージに沿った

支援の継続性が保障されるべきです。 

 

３．その他 

〈雇用における合理的配慮について〉 

障害者差別解消法の改正法案が成立、これまで、合理的配慮の義務付けは国や自治

体のみで、民間事業者には努力義務となっていましたが、今回の改正によって、今後

は義務として、配慮提供が求められることとなります。雇用施策においては、すでに

合理的配慮が義務となっていますが、今回の改正を契機として、もう一度合理的配慮

の更なる理解促進と積極的な取組をお願いします。 

また、合理的配慮の提供事例集についてもさらなる充実をお願いします。 

 

〈雇用施策の質の向上にむけて〉 

若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム、発達障害者雇用トータルサポ

ーター、発達障害者に対する体系的支援プログラム等により積極的に発達障害者の雇用

に取り組んでいただいていることに感謝しています。その上で、このような事業及びプロ

グラムの客観的な評価とその有効性についての検討が不十分であると認識しています。

このような事業の更なる発展のために是非、事業・プログラムのアウトカムについての評

価システムの導入を検討してください 

 

〈コロナ過への対応〉 

長引くコロナによって「雇用環境」が、日増しに厳しい状況になっています。発達障害

者が解雇や雇い止めの対象とならないような雇用施策、万が一そのような状況になった

場合には、さまざまな対応により本人の生活が保障される施策の推進をお願いしします。 


